
 

令和８年１月１９日 

                                  四 国 運 輸 局 

 

タクシー運賃の改定要請（申請）について 

（徳島地区（旧徳島県市部地区・旧徳島県郡部地区）） 

 

 令和８年１月１６日、徳島県徳島市でタクシー事業を経営する各事業者から、下記の内容によるタク

シー運賃の改定を求める要請書（現在の公定幅運賃の上限を上回る運賃変更要請）が徳島運輸支局に提

出されましたのでお知らせします。 

 今後は、同日から３ヶ月間を要請・申請受付期間として徳島地区の他事業者の要請・申請を受け付け、

要請・申請事業者の車両数の合計が徳島地区における法人事業者全体の車両数の５割以上となった場

合、運賃改定要否の判断を行うこととなります。 
 

 

記 

 

 

１． 要請者及び要請の概要（順不同）     
（１）法人名：宝タクシー株式会社 （代表取締役 森本 通仁） 

住 所：徳島県徳島市寺島本町西２丁目６番地 
 
要請の概要  初乗り運賃及び加算運賃 

     （要請）普通車 １．５ｋｍまで７４０円、３１０ｍごとに１００円 

     （現行）普通車 １．５ｋｍまで６５０円、２８０ｍごとに８０円 
 
 

（２）法人名：有限会社四国タクシー（代表取締役 花岡 秀郎） 
住 所：徳島県徳島市吉野本町１丁目１０－１ 
 
要請の概要  初乗り運賃及び加算運賃 

     （要請）普通車 １．５ｋｍまで７４０円、３０９ｍごとに１００円 

     （現行）普通車 １．５ｋｍまで６５０円、２８０ｍごとに８０円 
 
 

（３）法人名：大木タクシー有限会社（代表取締役 河上 周二） 
住 所：徳島県徳島市上八万町樋口２４６番地１ 
 
要請の概要  初乗り運賃及び加算運賃 

     （要請）普通車 １．５ｋｍまで７６０円、２９７ｍごとに１００円 

     （現行）普通車 １．５ｋｍまで６５０円、２８０ｍごとに８０円 
 
 
 

 
四国運輸局 
国土交通省 



２． 運賃適用地域  
徳島地区（旧徳島県市部地区・旧徳島県郡部地区） 

 

 

３． 徳島地区事業者数及び車両数（令和８年１月１６日現在）  
事業者数      ８４者 

車両数（一般車両）  ９０６両 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（問い合わせ先） 
四国運輸局自動車交通部旅客課 

 担当：宮野・山下・吉本 
電話：087-802-6771 



 
【参考】 

１． 今後の予定 

 

  令和８年１月１６日  要請書提出 

        ￬ （最初の要請から３ヶ月間（要請・申請受付期間）） 

    令和８年４月１５日 受付期間終了 

        ￬ （運賃改定審査（標準処理期間５～６ヶ月）） 

  新運賃の公表 

         ￬ （実施日の３０日前までに公表） 
    新運賃の実施 

 

※ 要請・申請受付期間において、徳島地区における要請書・申請書提出事業者の合計車両数が、  
同地区の法人事業者全体の車両数の５割に達しなかった場合、運賃改定手続きは見送ります。 

また、上記を満たした場合においても、要請書・申請書を提出した事業者のうち、標準的経営   
を行っている事業者の実績年度及びその翌年度の加重平均収支率が、いずれも１００％を超える 
場合、運賃改定手続きは見送ります。  

 
２． 運賃改定状況 
 
（旧徳島県市部地区）  

認 可 日 実 施 日 改 定 率 

令和 ５年 ８月１０日 令和 ５年 ９月１１日 １５．１４％ 

令和 元年 ８月３０日 令和 元年１０月 １日 １．８５％（※消費税転嫁８→１０％） 

平成２６年 ２月２８日 平成２６年 ４月 １日 ２．８６％（※消費税転嫁５→８％） 

平成 ９年 ３月１４日 平成 ９年 ４月 １日 １．９３％（※消費税転嫁３→５％） 

平成 ７年１２月２０日 平成 ７年１２月２８日 ７．８％ 

 

（旧徳島県郡部地区）  
認 可 日 実 施 日 改 定 率 

令和 ５年 ８月１０日 令和 ５年 ９月１１日 １３．７７％ 

令和 元年 ８月３０日 令和 元年１０月 １日 １．８５％（※消費税転嫁８→１０％） 

平成２６年 ２月２８日 平成２６年 ４月 １日 ２．８６％（※消費税転嫁５→８％） 

平成 ９年 ３月１４日 平成 ９年 ４月 １日 １．９２％（※消費税転嫁３→５％） 

平成 ７年１２月２０日 平成 ７年１２月２８日 ７．７％ 

 


